
詳しくはこちらへ

町民税・県民税の申告準備はじめていますか？
税務課　☎889-4413問

ス
タ
ー
ト

事業主（法人・個人）の皆様、給与支払報告書の提出期限は1月31日（金）まで！

提　出
対象者

令和6年中に支払った給与等について、すべての従業員等（短期雇用者、アルバイ
ト・パート、役員等を含む）の給与支払報告書（総括表および個人明細書）を提出し
てください。※退職者含む
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昨
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申告不要【A】

申告不要【A】

町県民税申告【B】

確定申告【C】

収入なし　または　非課税となる収入のみ

・年金収入のみで申告する控除*がない

・年金収入があり、年金以外の所得が20万円以下
・控除*の追加、変更がある

・年金収入が400万円を超えている
・年金収入以外の所得が20万円以上ある

主に
年金収入

申告不要【A】

町県民税申告【B】

確定申告【C】

・１カ所からの給与収入のみで年末調整の
  内容に変更がない

・給与収入があり、給与以外の所得が20万円以下
・控除*の追加、変更がある

町県民税申告（B）

確定申告【C】

・所得金額より控除*金額の方が多い
 （所得税が課税されない）

・所得金額より控除*金額の方が少ない
 （所得税が課税される）

・給与収入が2,000万円を超えている
・２カ所以上からの給与収入がある
・給与以外の所得が20万円以上ある
・年末調整をしていない

主に
給与収入

下記の所得
・営業・農業
・不動産・雑
・譲渡・一時
・利子・配当

フローチャートは一般的な例を示しています。不明な点はお問い合わせください。
控除*とは、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除など税法上の控除を指します。

申告をする必要があるか、フローチャートにて事前に確認お願いします

【A】 申告不要に該当した方
※行政サービスを受けるときや、税証明を取得するときに町県民税申告が必要な場合があります。

以下の申告資料は、申告者の皆さまに事前に作成していただくものになります。
※申告受付時に、申告資料を作成・準備していない場合は作成後の受付となります。

【B】 町県民税申告に該当した方
※申告期間に町県民税申告を行う必要があります。

【C】 確定申告に該当した方
※税務署（申告会場：結いの街）またはｅ－Ｔａｘにて確定申告を行ってください。

所得税の確定申告(国税・e-Taxなど)について　那覇税務署　個人課税部門　☎098-867-3101

町県民税申告についてのお問い合わせ　南風原町役場　税務課　住民税班　☎098-889-4413

令和６年１月１日から１２月３１日までの収入がない人または非課税所得（遺族年金、障がい年金、失業給付など）
となる収入のみの人でも町県民税申告が必要になる場合（例参照）があります。

スマホとマイナンバーカードでe-Tax！令和６年分所得税及び復興特別所得税の
申告・納付期限は令和７年３月17日（月）まで マイナンバーカードでマイナポータルと

連携して確定申告書に自動入力
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○国民健康保険税の軽減を受ける人
○児童（扶養）手当を受ける人
○所得、所得課税証明書の発行を希望する人

○保育所に入所申込みをする（した）人
○国民年金保険料の免除を受ける人例

町県民税申告書 町県民税申告が必要な方
申告書は、主に前年度に町県民税申告をした方へ１月下旬に送付予定です。届か
ない方も申告が必要な場合があります(右ページフローチャートを参照)。
申告書が届いていない場合は、申告会場、２階税務課で配布いたします。また、町
のホームページからもダウンロードできます(右記QR参照)。

医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」を申告書
とともに提出していただなければ控除を受けることはでき
ません。申告会場では明細書の作成は行っていませんので、
必ず事前にご自身で作成してください。なお、領収書の提出
は必要ありませんが、ご自身で5年間保管してください。

※「医療費控除の明細書」および「収支内訳書」は上記、
　【町県民税申告が必要な方】欄のQRより
　ダウンロードできます。

右記QRより
申告案内及び日程を
ご確認ください。

確定申告が必要な方
○事業（営業、農業、不動産)所得１年目の申告
○青色申告
○亡くなられた方の申告（準確定申告）
○損失申告（株式の繰越損失など）
○分離所得（配当、土地、株式等の譲渡、先物取引など）の申告

○住宅借入金等特別控除の申告
○土地･建物の譲渡所得の申告
○暗号資産所得の申告

以下に該当する方は税務署にて確定申告が必要です。

右記QRより
申告案内及び日程を
ご確認ください。

医療費控除の明細書
事業所得・不動産所得を申告する方は、収入・経費な
どを計算し、まとめていただき、「収支内訳書」を事前
に作成し、申告時に持参してください。

収支内訳書添付必須
事前準備

3 広報はえばる　2025.1.1　vol.560 2vol.560　2025.1.1　広報はえばる
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八 幡　智 香 子
（南風原町出身）


